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１．問題と目的 

1 年間の学校生活の中で、生徒同士の人間関係上
のトラブル（以下、生徒間トラブル）は随所で生じ

うる。その中には、トラブル状況が深刻化して「い

じめ」に発展する場合もあるが、当事者間で早々に

対処されることで収束あるいは解決に向かうもの

もあれば、教師が介入することでトラブルが異なる

問題へと変質する場合もある。

こうしたトラブルの背景となる、生徒間の人間関

係に関しては、集団内の「ノリ」やルールに合わせ

ようとする生徒の規範ないしは同調圧力が問題視

されるようになり（菅野 2008）、生徒同士が独自に
形成する人間関係・友人関係やそれらへの意識に関

する研究が蓄積されるようになった。これらの研究

は、主に生徒文化研究として行われてきたが、必ず

しも、いじめのような関係性に目が向けられるわけ

ではなく、学校／学級内で複数に分化する生徒の小

集団に目が向けられ、それぞれの小集団がジェンダ

ーや若者文化などとの関連でいかに分化している

のかを明らかにしてきた（例えば、宮崎 1993、上間 
2002など）。 
一方、このような生徒間のトラブル状況は、「い

じめ」的な行為として一括りにして捉え、トラブル

と「いじめ」をある種混同することによって、その

微細な間隙において生じる相互作用過程には十分

に目が向けられてこなかったといえる。これは、い

じめという現象そのもののあいまいさや認知の難

しさに起因するものであると考えられよう。それゆ

え、とりわけ教育社会学の文脈では、いじめやそれ

に類するトラブル状況に関する動的な相互作用過

程に関するミクロな経験的研究が十分に蓄積され

てこなかった。

こうした課題を受け、近年では、「いじめ」とそ

れ以前に生じている「トラブル」をめぐる相互作用

過程を区別してとらえる必要性が提起されるよう

になっている（越川 2017、梅田 2018、2020）。そ
こで、本稿では、生徒間トラブルといじめを区別し

て捉えるため、トラブルの問題化過程にアプローチ

するための分析枠組みを検討することを目的とす

る。次節以降で詳細を展開するが、具体的には、欧

米の社会学で検討されてきた「トラブル」概念を手

がかりにすることで、「いじめ」「トラブル」「問

題」に関する概念整理を行う。
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2. 「トラブルのミクロ・ポリティクス」論 

本稿では、Emerson & Messinger（1977）が提唱
した、「トラブルのミクロ・ポリティクス」（micro-
politics of trouble）論を視座として、生徒間トラブ
ルにアプローチする有用性を検討する。それでは、

「トラブルのミクロ・ポリティクス」論とは、いか

なる理論なのであろうか。 
まずは、この理論の研究背景となる、逸脱と社会

問題の社会学の歴史を確認しておこう。1960 年代
の逸脱と社会問題の社会学において大きな影響を

与えた、Becker（訳書 1978）を代表とするラベリ
ング理論があげられる。ラベリング理論において

「逸脱」とは、「逸脱」する個人の内的な性質にあ

る帰属されるのではなく、「逸脱」というレッテル

を付与する法律をはじめとする社会制度や公的権

力との反作用によって生み出される現象であると

する。さらに、この「レッテル付与」により、「予

言の自己成就」すなわち逸脱者としてのアイデンテ

ィティを強化するものであるとされる。これは、「逸

脱」を行為や人に本来的に内在する属性として捉え

てきたそれまでの社会学に認識論的転回を促すも

のでもあった。しかしながら、1970年代に入ると、
「レッテル付与」が関係論・過程論を示す一方、「予

言の自己成就」は原因論を示すという論理的矛盾

（白松・久保田・間山 2014）が批判され、ラベリン
グ論は勢いを失っていく。 
その中で登場するのが、Spector & Kitsuse（訳書 

1990）が『社会問題の構築』で提唱した構築主義で
ある。Spector & Kitsuseによれば、「社会問題は、
なんらかの想定された状態について苦情を述べ、ク

レイムを申し立てる個人やグループの活動である」

（p. 119）と定義されている。すなわち、「いじめ」
や〈ドメスティック・バイオレンス〉などといった

社会問題は、客観的な状態として存在するのではな

く、ある状態に対して「問題である」という「クレ

イム申し立て」がなされることで、何らかの〈問題〉

として構築される、というわけである。構築主義研

究は、こうしたクレイム申し立て活動の連鎖によっ

て形成される社会問題の構築過程を記述分析する

ことを主眼としている（北澤 2017）。 

この構築主義と関心を共有し、同時期に提唱され

たのが、Emerson & Messinger（1977）の「トラブ
ルのミクロ・ポリティクス」論である。彼らは、「い

じめ」などといった「逸脱」のレッテルが貼られる

以前の、人々の日常的でミクロな相互作用
や り と り

に目を向

ける。中でも彼らは、日常場面で人びとが経験する

「トラブル（厄介事、もしくは困り事）」（中河 1999、
p．287）に注目する。 

Emersonらによれば、トラブルは、「何かが問題
だ、解決されなければならないという認識」

（Emerson & Messinger 1977、p. 121）であり、何
らかの解決策を通じて解決されるべきものとして

経験される。また、「多くのトラブルは、最初にそ

れに気がついたときには、その関係者にとってあい

まいなものである。しかしながら、そのトラブルが

解決され、処理されるようになると、トラブルそれ

自体が徐々に明確化し、特定化されるようになる」

（同上、p.123）のだという。つまり、トラブルとは、
その関係者が問題について語る定義的な活動とそ

の状態の解決を試みる解決的な行動による、相互行

為的な達成物である（中河 1999）。 
また、当事者間でのトラブルの解決が困難とされ

た場合、第三者である「トラブル処理屋」

（troubleshooter）による介入がなされうる。「トラ
ブル処理屋」は、当事者が経験するトラブルを「コ

ンフリクト」とみるか、どっちらか一方の「逸脱」

とみるかを相互行為的に同定する。前者の場合は、

両者の主張が対等なものとして中立的な立場をと

るが、後者の場合は、どちらの側に立つか決めなけ

ればならないのだという（注 1）。 
さて、この枠組みにおいて重要なのは、当初は当

事者にとってもあいまいで輪郭が不明瞭であった

トラブルが、第三者の介入により、どのような「問

題」であるかが明確化したり、トラブルの性質が固

定化されて語られたりするプロセスに着目する点

にある。もちろん、それによってトラブルが解決に

向かう場合もあるが、他方では第三者が介入したこ

とで、より当事者間の「困りごと」が深刻化してい

く場合もある。いずれにせよ、「トラブルをめぐる

議論と推論が積み重ねられるにつれて、きわめてし
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ばしば、トラブルの始まりや解決策は、

個々の状況の枠組の中で繰り返し回顧的に再定義さ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

れて
・ ・

その姿を変えていくことになる」（中河 1999、
p 290、原文ママ）。つまり、Emerson& Messinger
は、トラブルに公的な第三者が関わることによって、

意図的か無意図的かに関わらず、トラブルの性質や

語られ方の変容に寄与することを指摘しているの

である。 
また、トラブルをめぐる主張や解釈は、当事者で

あれ第三者であれ、それぞれが置かれる立場や、利

害関心、イデオロギー等が大きく影響しうる

（Troyer & Markle 1992 訳書）（注 2）。「ポリティ

クス」という言葉に示されるように、関係者が経験

するトラブルがそれぞれの当事者にとってどのよ

うな「問題」であるか、そしてそれが「コンフリク

ト」であるか、「逸脱」であるか等、当事者間及び

そこに関与する第三者それぞれの立場や利害関心、

イデオロギーに基づく主張が競合しながらトラブ

ルについての物語が構成されていく点が重要なポ

イントとなる。次節では、本理論が日本の教育社会

学においてどのように導入され、研究の枠組みとし

て用いられてきたのか、その導入過程とそれらの課

題について検討していきたい。 
 
3. トラブルの社会学再考 

日本の教育社会学では、上述の理論が、先述した

構築主義アプローチに援用され、社会問題のワーク

研究へと拡張されていった（中河 1999）（注 3）。こ
れを概念化したHolstein & Miller（訳書 2000）は、
社会問題のワークが社会問題過程における相互作

用的側面を強調していることを前置きしたうえで、

「すでに公共的に確立された社会問題のカテゴリ

ーを経験に貼りつける解釈活動」（p. 117）を分析
の対象とするものであると定義している。とりわけ

重要なのは、 Spector & Kitsuse（1990 訳書）が対
象とするクレイム申し立て活動が、公共的なレトリ

ックに限定されているという課題を引き受け、人び

との日常的な相互作用レベルにおける、社会問題カ

テゴリーをめぐるローカルな解釈や表象と、そうし

た相互作用においていかなる日常言語的資源が用

いられているか、というミクロな事象へとその関心

が拡張された点にある。 
このように、構築主義的アプローチが社会問題の

ワーク研究へと移行していくなかで、教育社会学に

おける構築主義研究は「いじめ」〈児童虐待〉など

といった社会問題カテゴリーが運用される相互行

為場面における「問題的事実」の構築過程分析がそ

の射程となっていった（北澤 2017、p. 41）。ただ
し、実のところ多くの研究は「トラブルのミクロ・

ポリティクス」論の考え方や方向性を共有しつつも、

それ自体を枠組みとして分析がなされているわけ

ではない。その理由は後述するとして、以下では本

理論に関連する先行研究を紹介していこう。 
まず、本理論を枠組みとし、「トラブルのミクロ・

ポリティクス」を記述した研究として、土井（1998、
2001）があげられる。土井は、ある対教師暴力事件
をめぐる当事者の教師や生徒、第三者となる警察や

事件の加害者とされる生徒が入所していた施設職

員の問題理解のあり方に着目し、その解釈や処遇の

過程から、それぞれの立場からの問題理解をめぐる

政治性を描き出している。具体的には、当初は、学

校や警察から「傷害事件」として、加害者としての

生徒と被害者としての教師という問題理解が示さ

れていた。一方、生徒が入所していた施設職員から

のクレイムにより、教師の生徒指導のあり方をめぐ

って問題理解の認識が一転し、「学校問題」として

再解釈されていった。 
また、越川（2017）は、公的に語られる「いじめ
事件」に関する言説に、当事者である教師の語りを

対置することで、公的な言説とローカルな教師のリ

アリティの乖離を描き出している。これらの研究が

示すように、「問題」の性質やその理解の仕方は、

様々な立場の人びとの語りの力学が作用し、その語

られ方によって、問題の性質が固定化したり、全く

異なるものへと変化したりしうる可変的なもので

ある。 
基本的に「トラブルのミクロ・ポリティクス」論

の方向性を共有しつつも、実際に社会問題カテゴリ

ーとして問題化される以前のローカルな場におけ

る相互作用を記述したものは、土井（1998、2001）
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と越川（2017）に限られる（注 4）。さらに言えば、越
川も、「いじめ事件」として社会問題化された生徒

間トラブルに関する、教師の回顧的な語りを対象と

している点で、ローカルな場におけるミクロ・ポリ

ティクスを描いているとは言い切れない。つまり、

これまで〈いじめ〉や〈児童虐待〉といった社会問

題カテゴリーをめぐる相互行為場面は十分に記述

されてこなかったのである。北澤（2017）は以下の
ようにその理由を指摘する。 

 
その主たる理由は、社会問題カテゴリーが運

用される相互行為場面の観察や録画がきわめ

て困難だからではないか。あくまで伝聞だが、

都内のある公立小学校では「いじめ対策会議」

のような場を設け、学級担任がクラス内のトラ

ブルを報告し教員間で検討しているという。こ

のようないじめ対策がどの程度服有している

かは不明だが、社会問題のワーク研究にとって

は魅力的だ。しかし、この種の精度場面を録画

することも研究者が参与することもまずは不

可能である。同じことは、児童相談所や学生相

談所などの相談場面にも言えるのであり、社会

問題のワーク研究にとって大きな壁になって

いる。（p. 40） 
 
これは、北澤（2015）が指摘するように、「いじ
め」が人びとの解釈によってその社会的事実が構築

されるものである以上、「いじめ」というカテゴリ

ーが付与された事後の解釈を問うていくことにな

ることと無関係ではないだろう。そのため、「いじ

め」とされる事象への教師間での対策会議等に参与

することは、外部者である調査者にとって非常に困

難をきわめるものとなる。すなわち、「「いじめ」

という社会問題カテゴリーがいかに運用されるか」

という社会問題のワーク研究の問いは、一方ではこ

れらの研究の原型として「トラブルのミクロ・ポリ

ティクス」論の意義を確立するものであったといえ

る。しかしながら、同時に他方では、本来重要なポ

イントであった社会問題カテゴリー化以前の日常

的な相互行為（草柳 1994、2004）への着目可能性

を狭めてしまう結果となってしまっているとも指

摘できはしないだろうか。 

 
4. 対人トラブルのローカルな相互作用への着目 

上述の課題に応えるうえで、「トラブルのミクロ・

ポリティクス」論の提唱者の一人であるEmersonの
その後の研究動向は、本稿にとって非常に示唆的で

ある。以下でその動向を確認していこう。 
Emerson は、その後、トラブルに関する一連の研
究（Emerson 2008、2009、2011 など）を行い、そ
れらの成果を著作『Everyday troubles』（2015）で
整理している。そこで注目されているのは、日常生

活におけるインフォーマルな対人トラブル

（informal、interpersonal troubles）場面における
相互作用をエスノグラフィックに記述していくこ

とである。彼はその方向性に「トラブルのミクロ・

ポリティクス」論の発展可能性を見いだしている。 
まず、Emerson（2015）は、「トラブルのミクロ・
ポリティクス」論を原型とした逸脱／社会問題研究

が、「逸脱」化されたカテゴリーをめぐって、「逸

脱」とみなされる事象と公的な社会的反応との間で

生じる、相互作用過程への着目に偏重してきたこと

を課題として指摘する。本稿の関心に照らせば、「い

じめ問題」に関する構築主義的研究も同様に、「い

じめ自殺」事件という「深刻で、劇的で、極端なト

ラブル（serious、dramatic、and extreme troubles）」
（Emerson 2009、p. 537）の社会問題化過程を分析
対象に据えてきたといえるだろう。 
しかしながら、学校という場において、教師や生

徒は、常に深刻な「いじめ」のリアリティを生きて

いるわけではない。そもそも日常的に生じるトラブ

ルの多くは、「いじめ」のような「逸脱」として本

格的にカテゴリー化されることなく、当事者間で

早々に処理されたり、トラブルとして認識されなく

なったりしていく（Emerson 2015）。つまり、この
ことは、ある出来事や行動が何らかの「逸脱」とし

てカテゴリー化される以前に、トラブルをめぐる多

様で複雑な語りや相互作用が生成されていること

を意味している。Emersonは、そうした日常的に生
じる些細な対人トラブルの過程には、解釈や対応に
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多様性がありうることを指摘する。 
第 1節において、トラブルとは、何者かによって
経験される「何かが問題だ、解決されなければなら

ないという認識」であり、何らかの解決策をもって

対処されるべきものであると述べた。しかしながら、

Emerson（2015）では、対人トラブルは、関係のあ
る他者へのいらだち（irritation）や怒り（upset）、
心配（worry）を経験したときに生じるものである
とする。そのうえで、トラブルを当事者らにとって

の「解決すべき問題」として位置づけるのではなく、

それ以前の他者に対する不満やいらだちをトラブ

ルの起源（beginnings）として位置づけなおす必要

性を指摘している。そして、そうしたいらだちを感

じる行動や状況の性質や原因についての当事者の

解釈（interpretations）と、そうしたいらだちや不
満に対する応答（responses）という 2 つのプロセ
スによって、トラブルの変容が促進される。このよ

うにトラブルを位置づけなおすことで、他者の行動

を正したり、解決したりする行動だけでなく、その

他すべてのいかなる応答をも分析の考慮に含める

ことが可能となる（pp. 11-12、斜字は原文ママ）。 
上述の点を整理すると、トラブルの起源

（beginnings）における当事者らによる初期の解釈
や応答と、それらが解決すべき「問題」として構成

されるまでの相互作用プロセスには間隙がある。そ

こでは、トラブルが何らかの「問題」カテゴリーで

解釈されることもあれば、そもそも「問題」として

構成されないプロセスが生じている可能性がある

ことを意味している（注 5）。その過程におけるローカ

ルなやりとりの中に、フィールドのメンバーの独特

な意味づけや解釈が生成されうるのである。この点

が、Emerson（2015）がトラブルを位置づけなおし

たことによって見いだされる、重要な視点の転換と

なっているのだといえよう。 
それでは、これらの理論的視点は、本稿の問題関

心にいかなる示唆を与えるのか。最後に、次節で本

研究の中心的課題である生徒間トラブルを分析す

る枠組みと、それによっていかなる新たな問いが拓

かれるのか、という点について検討していきたい。 

 

5. 学級内の生徒間トラブルを捉える分析視点 

Emerson（2008、2009、2011）では、大学生のル
ームメイト間のトラブルを、Emerson（2015）では、
その他に家族のメンバー間、隣人間、仕事の同僚間、

友人間等の親密な関係性におけるトラブルを分析

対象としている。一方、学校という制度的な場につ

いての研究については、Emerson自身も今後の研究

課題にあげている。そのため、学校／学級内で生じ

る生徒間トラブルに本理論を援用する際には、検討

の余地があると考えられる。そこで、学級内で生じ

るトラブルを捉えるうえで、「トラブルのミクロ・

ポリティクス」論の援用可能性を議論した白松

（2007、2011、2017）の議論を確認することで、本
研究における「生徒間トラブル」の概念を明確化す

る。 
白松（2011）は、「トラブルのミクロ・ポリティ
クス」論の議論を踏まえたうえで、学級内で生じる

トラブルを、「異なる価値や意見の葛藤（ある事象

をめぐる『認識の不一致』状態）」とした（p. 69）。
また、そうしたトラブルが、学級内でのコミュニケ

ーション過程を通じて学級集団に共有され、「学級

で解決すべき問題」であると位置づけられたときに

「問題」化されると定義している（p. 71）（注 6）。こ
のように、トラブルをある人の不満やいらだちとい

う点に限定せず、「認識の不一致」状態として捉え

る点は本稿にとっても重要な指摘である（注 7）。 
ただし、白松の議論では、特別活動における学級

の話合い活動との関連で議論がなされていること

から、トラブルをいかに学級全体で「問題」として

共有化できるか、という点に重点が置かれているこ

とには注意が必要である。というのも、生徒間で生

じるトラブルは必ずしも学級全体で解決されるも

のばかりではなく、教師がその当事者との相談の過

程で個別に対処していくようなケースも十分に想

定されるであろう。また、先に示した、Emerson
（2015）の議論において重要であるのは、他者の行
動に対する初期の不満やいらだちが「問題」として

構成されるプロセスだけでなく、解決すべきである

と位置づけられずそのまま消滅していく過程にも、

多様で複雑な相互作用が織り成されている可能性
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があるという点にある。 
そこで、そうしたトラブルも分析対象として含め

るために、ひとまず本稿では、Emerson及び白松の
一連の議論をもとに、生徒間トラブルの捉え方を次

のように提示する。まず、生徒間トラブルを「ある

出来事や事象、あるいは他の生徒（の言動）をめぐ

る、関係者間の『認識の不一致』あるいは葛藤状態」

（注 8）として捉える。そうしたトラブルが、「解決す

べき出来事（言動）」として当事者あるいは第三者

（教師や他の生徒）によって位置づけられたとき、

「問題」化されると捉える。 
このように定義することによって、4 つの相互作
用過程への分析視点が導かれる。まず第 1に、トラ
ブルが「問題」化過程である。第 2に、トラブルが
「いじめ」ではなく、その他の「問題」として構成

される過程である。第 3 に、トラブルが「いじめ」
として「問題」化される過程である。第 4に、問題
化されたトラブルが収束あるいは解決する過程で

ある。 
とりわけ、第 1、第 2、第 4 の分析視点は、「い
かにいじめが生じているか」あるいは「いかに教師

はいじめを予防・対処しているか」といういじめの

実証研究が設定してきた問いとも、「「いじめ」と

いうカテゴリーがいかに運用されているか」という

いじめの構築主義研究が設定してきた問いとも異

なる、オリジナルな視点である。この視点により、

「なぜ教師はいじめとして指導しないのか」「なぜ

教師はトラブルに介入しないのか」「なぜ教師はト

ラブルを認知していたのに適切な対処を行わなか

ったのか」という問いを、教師への非難としてでは

なく、教師のローカルな教育実践の論理から検討す

ることが可能となる点で、非常に重要な意義をもつ

視点といえるだろう。また、第 3の分析視点は、こ
れまでの大きな課題とされてきた生徒間トラブル

の「いじめ」化の過程に迫る重要な視点となる。 
今後はこれらの分析視点に基づいた事例分析を

行うことが大きな課題となる。 

 
付記 
本稿は，筆者の 2021年の博士論文の一部を加筆・

修正したものである。 

 
注 

（注 1） この「トラブル処理屋」は、警官や医師、

カウンセラーなどといった公的なエージェ

ントが想定されている。 Emerson & 
Messinger（1977）によれば、当事者に対し
て対称的に介入するか、非対称的に介入す

るかは、次の 4 つの要素に影響を受けると

する。第 1に、それぞれの当事者が他者に対
して主張する種々のクレイムや権利。第 2に、
第三者が有する特有の理論や介入イデオロ

ギー。第 3に、当事者に対する第三者の権力
や権威性。第 4に、当事者が助けや援助求め

ることよりも、他者の不正行為を告発する

ことによって介入を求めることである。 
（注 2） Troyer & Markle（訳書 1992）は、タバ

コ喫煙についての規範をめぐる論争に関す

る経験的研究を行った。具体的には、タバコ

喫煙への規範や規制をめぐって、タバコ擁

護勢力や反タバコ勢力、健康関連組織など

の種々の集団の要求や主張を分析すること

を通じて、タバコ喫煙の再定義は、特定化さ

れた利害をもつ集団（ specific interest 
group）間の争いの結果であることを明らか

にしている。日本では、鮎川（1993）が、法
務省や裁判所等少年司法に関連する諸組織

をインタレスト・グループと見なし、少年司

法をめぐるポリティクスに関する考察を行

っている。 
（注 3） その背景として、Woolger & Pawluch（訳

書 2006）による、有名な構築主義研究への

批判がある。これらの批判に対する構築主

義研究者の応答については中河（1999）にお
いて詳述されているため、そちらを参照さ

れたい。端的に述べれば、Woolger & 
Pawluch は、「児童虐待」の構築主義研究
を例に挙げ、その分析に際する「存在論にお

け る 恣 意 的 な 境 界 設 定 （ ontlogical 
gerrymandering）」（Woolger & Pawluch 
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訳書 2006、p. 185）を批判した。それは、
「児童虐待はもともとあったが、それを問

題化するクレイムが増加した」「児童虐待以

前から、同じような暴力は生じていた」とい

ったように、あるときには「客観的状態」が

あると想定され、ある時にはそれが構築さ

れたものであるとし、何が「ある／ない」か

という線引きを密輸入している点が問題視

された。中河は、Woolgerらの OG問題が 2
つの指摘に分けられるとする。それは、「研

究者自身は行わないとしていた『問題』とさ

れる『状態』の存在論上の地位についての想

定をその考察に密輸入している」という指

摘と、「社会学的な説明というものは（ある

記述という行い一般が）こうした暗黙の線

引き作業を免れることはできないのではな

いか」という指摘である（p. 276、カッコ内
は原文ママ）。中河では前者を OG1、後者
を OG2とする。この指摘は、日本の構築主
義研究にも大きな影響を与えたが、現在に

おいては、これらの議論も一つの終結を迎

えている。というのも、中河（1999）では、
社会学が経験科学だという前提に立つ限り、

何かを記述・説明するうえでは存在論的に

中立的な現象の記述は不可能であることが

明確に述べられ、OG1 は研究者自身がどこ

までを「ある／なし」と条件づけるかに自覚

的になることによって回避可能であり、

OG2 は擬似問題であると退ける。中河・赤

川編（2013）でも、認識論的「空中戦」であ

るとされ、認識論的に「過剰な」立場を取ら

ずとも、構築主義的視点を 1つの分析の「方
法」として採用した経験的研究の可能性が

指摘されている。 
（注 4） 「トラブルのミクロ・ポリティクス」論

に言及した研究として、白松（2004）は、自
らの方法「カテゴリー分析のエスノグラフ

ィー」と呼び、ドラッグユーザーの解釈実践

を鮮やかに描き出している。具体的には、公

的の問題化される「ドラッグ」カテゴリーの

イメージ（解釈枠組み）に、ユーザーらのロ

ーカルな解釈活動を対置することで、ユー

ザーらが独自のカテゴリーを用いて「ドラ

ッグ」イメージを解釈するという「ローカル

な文化」が形成されていることを明らかに

した。実際の教育現場におけるトラブルを

対象としたものとしては、末次（2012）の研
究があげられる。末次は、保育現場における

発達障害とされる幼児への「特別な配慮」の

実践に着目し、そうした実践がいかにして

構成されているかを明らかにした。 
（注 5） Emerson & Messinger（1977）の「トラ

ブルのミクロ・ポリティクス」論に言及して

いる、Gubrium & Holstein（2014）でも、
トラブルの次元（the world of troubles）と
問題の次元（the world of problems）を区別
して捉える必要性が指摘されている（p. 2）。
Gubrium & Holsteinは、「トラブルと問題
の重要な違いは、問題が一連の関連する予

期的な応答によってもたらされるのに対し、

トラブルはあらかじめ指定された行動やフ

ォーマルな使命によって引き起こされるも

のではない、という点にある」（p. 2）と述
べたうえで、「トラブルはあいまいさ

（vagueness）、問題は明確さ（clarity）を
主要な特徴としている」（p. 3、斜字は原文

ママ）と述べている。 
（注 6） 白松（2007、2017）では、トラブルが学

級内でどの程度高度に共有化されているか、

あるいはどれだけ解決に向けた行動がなさ

れているかを見きわめることが重要かつ教

師の役割や実践として重要であることを提

起している。 
（注 7） 北澤（1997）は、ある「いじめ」事件を

めぐる「認識の一致」と「認識の不一致」に

着目することで、森田・清永（1986＝1994）
で提唱された「いじめ集団の四層構造」論が

「認識の一致」を前提としていることを批

判している。そのうえで、「認識の不一致」

も含めた理論構築の必要性を述べている。
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白松（2007、2011、2017）は、北澤の問題
提起を踏まえ、「話し合い活動」を通じた「ト

ラブル」の問題化と解決の理論構築につい

て議論を展開している。 
（注 8） Emerson & Messinger（1977）やEmerson

（2015）では、トラブルが「個人的なもの」
（individual trouble）と「関係的なもの」
（relational trouble）に区別されると指摘
されている。「個人的なもの」は例えば、病

気など、対人的なものではなく、個人の厄介

ごとや困りごとを指す。他方、「関係的なも

の」は対人関係のなかでの他者への不満や

価値観の相違などを指す。本稿では、生徒間

の対人的なトラブルを対象に据えている。

そのため、より他の生徒に対する意見や価

値観の相違としてトラブルを捉えるために、

「認識の不一致」状態あるいは価値観や考

え方が葛藤している状態として生徒間トラ

ブルを捉えることとした。 
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